
    

    

【議会基本条例とは】 

           
    

    

【浜田市議会基本条例の概要】  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

皆様の福祉の増進と市政の発展のため、議会の果たすべき役割を明らかにし、 

議会・議員の活動原則や議会への市民参加などを定めようとするものです。 

 

・議会は市民を代表し意思決定を行う自由な話し合いの場 ･市長と議員との、わかりやすい議論、議員間の協議 ･議会広報の充実による議会活動の周知 ･政策討論会などを通じ、市民の皆さんの意見を充分把握し、政策・意見を立案 ･政務調査費は、透明性を第１に全ての領収書を公開 ･研修機会等を活用した議員の資質向上 ・積極的な情報提供と会議の公開 ・議会主催の議会報告会の実施 ・市政の重要な事項は重要案件意見交換会を実施し、施策に反映 

前文・総則 ・議会改革を掲げた行動 ・市民の代表としての議会、議員の基本的事項等を定めた議会基本条例 

・市政の現状、課題、将来の予測など充分考慮した、明確な理由のある定数や報酬の改正 

開かれた議会

のために 

    

住民参加 
議員能力 
議会機能 

定数・報酬 

資料 １ 



 

【何故今、条例の制定をするのか】 

 

国から地方へ権限を移す改革として、「地方分権一括法」という法律が 2000 年 4 月

に実施されてから、私たち、地方議会の権限と責任が飛躍的に高まりました。 

浜田市議会も、市民の皆さんから選挙で選ばれた議員であり、代表機関であるとい

う自覚を一層強め、これまで議会改革を行いながら、より分かり易く、開かれた議会

を目指してきました。 

 市民の皆さんの暮らしを充実させるためには、皆さんの意見や実情をしっかり把握

し、的確に市政へ反映しなければなりません。その前提として、より透明性の高い議

会、信頼される議会として、皆さんが議会を身近に感じられ、参加できる議会にして

いく必要があります。 

 昨年8月には議会に対する市民の皆さんから意見を伺うためアンケートを実施しま

した。その中で特に多かった意見として、「市民や地域の声をもっと聴いてほしい」、

「議会報告会を開催してほしい」いうものでした。 

 

このようなことを踏まえ今回、「議会基本条例」という条例で、議会の果たすべき

役割を明らかにし、議会や議員の活動原則、市民の皆さんと議会の関係などを明文化

しようというものです。 
 
    

    

（議会基本条例制定後イメージ） 
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